
 

 

議案第１０２号  

 

 

   調布市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の   

一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ７  年１１月２８日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 特定任期付職員の給料の額を改めるとともに所要の改正を行うため，提案

するものであります。  

 



 

調布市条例第    号  

 

 

   調布市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の   

一部を改正する条例  

 

 

 調布市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２７

年調布市条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 第８条第１項の表中「３８３，５００」を「３９７，７００」に，  

「４３２，２００」を「４４８，２００」に，「４８３，７００」を  

「５０１，６００」に，「５５１，５００」を「５７１，９００」に，  

「６２６，１００」を「６４９，３００」に，「７１２，４００」を  

「７３８，８００」に，「７８９，０００」を「８１１，０００」に改め，

同条第４項中「第３項」を削る。  

 

 

附  則  

 （施行期日等）  

１  この条例は，公布の日から施行する。  

２  この条例による改正後の調布市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は，令和７年４

月１日から適用する。  

（給与の内払）  

３  令和７年４月１日から同年１２月３１日までの間に支給される給与は，

改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。  


